
 

国
民
健
康
保
険
税
・
・
・ 

一
世
帯
平
均
三
，
八
一
〇
円
引
き
下
げ
！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
―
前
年
度
繰
越
金
の
内
二
億
円
を
減
税
に
廻
す
ー 

 
五
月
三
十
日
の
臨
時
議
会
で
、
国
保
税
の
引
き
下
げ
が
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
内
容
は
、
所
得
割･

資
産
割
・
均
等
割
・
平
等
割
そ
れ
ぞ

れ
若
干
引
き
下
げ
、
一
世
帯
当
た
り
平
均
三
、
八
一
〇
円
、
一
人

当
た
り
平
均
一
九
四
円
の
軽
減
額
（`

〇
五
年
度
比
）
と
な
り
ま
し

た
。（
別
表
） 

今
回
の
改
定
は
、
国
保
特
別
会
計
の
「‘
〇
五
年
度
決
算
見
込
み
」
に
よ
る

剰
余
金
約
四
億
円
の
う
ち
半
分
の
二
億
円
を
‘
〇
六
年
度
の
繰
越
金
に
加
え
、

国
保
税
を
軽
減
し
た
も
の
で
す
。 

今
年
度
の
国
保
特
別
会
計
当
初
予
算
は
、
一
億
円
を
基
金
か
ら
繰
り
入
れ
た

も
の
の
、
一
世
帯
平
均
の
国
保
税
は
五
・
四 

％
程
度
の
引
き
上
げ
と
な
り
、

党
議
員
団
は
反
対
し
、「‘
〇
五
年
決
算
見
込
み
で
一
定
の
剰
余
金
が
見
込
め
る

場
合
そ
れ
を
今
年
度
繰
越
金
と
し
て
増
や
し
減
税
せ
よ
」
と
要
求
し
、
当
局
も

「
そ
の
時
点
で
検
討
す
る
」
と
し
て
い
た
も
の
で
す
。 

党
議
員
団
の
西
本
嘉
宏
団
長
が
、「
今
回
の
引
き
下
げ
措
置
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
市
民
負
担
が
、
増
加
し
て
い
る
な
か
で
、
高
く
評
価
で
き
る
」
と
賛
成
討
論

し
ま
し
た
。 

丹
波
市
は
、‘
〇
四
年
十
一
月
に
六
町
が
対
等
合
併
し
、
国
保
税
は
昨
年
の

四
月
か
ら
市
一
本
の
「
均
一
課
税
」
に
な
り
ま
し
た
が
、
旧
四
町
で
は
、
一
世

帯
平
均
一
万
三
千
五
百
円
か
ら
最
高
三

万
七
千
円
の
大
幅
な
引
き
上
げ
と
な
り
、

市
民
か
ら
「
引
き
下
げ
て
ほ
し
い
」
と

の
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

丹
波
市
の
国
保
加
入
世
帯
数
は
約
一

三
七
〇
〇
で
、
被
保
険
者
数
は
約
二
七

六
〇
〇
人
で
す
。
国
保
基
金
の
‘
〇
五

年
度
末
残
高
は
、
約
五
億
円
で
す
。
ま

た
、
国
保
税
滞
納
金
額
は
、‘
〇
四
年
度

決
算
で
約
一
、
七
〇
〇
世
帯
、
約
二
億

六
千
万
円
を
超
え
て
い
ま
す
。 

 

国
保
税
賦
課
割
合
等 

（一
般
被
保
険
者
医
療
分
）比
較
表 

  六
月
定
例
議
会
報
告 

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
制
度
導
入
が
焦
点
！ 

丹
波
市
「
非
核
平
和
都
市
宣
言
」
を
全
会
一
致
で
決
議 

 

六
月
定
例
議
会
は
、
六
月
二
日
か
ら
六
月
二
十
二
日
の
二
十
日
間
に
わ
た

り
開
か
れ
、
公
の
施
設
指
定
管
理
者
条
例
や
、
公
の
施
設
廃
止
条
例
、
指
定
管

理
者
指
定
、
直
営
の
一
部
改
正
条
例
、
補
正
予
算
、
そ
し
て
議
員
提
出
の
意
見

書
、
決
議
な
ど
計
九
十
六
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

日
本
共
産
党
議
員
団
は
、
職
員
の
地
域
手
当
五
％
の
全
部
廃
止
な
ど
人
件

費
三
億
千
万
円
の
削
減
を
盛
り
込
ん
だ
一
般
会
計
補
正
予
算
や
、
山
南
薬
樹

薬
草
公
園
の
指
定
管
理
者
制
度
導
入
に
つ
い
て
は
、
地
元
関
係
者
等
と
の
協
議

が
不
十
分
で
反
対
し
ま
し
た
。 

解
説 

 

指
定
管
理
者
制
度
と
は
・・・ 

市
営
・
市
管
理
の
公
共
施
設
を
民
間
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
自
治
会
、
福
祉
法

人
な
ど
部
外
者
に
、
維
持
・
管
理
運
営
を
基
本
的
に
委
託
料
無
し
で
任
せ
る

も
の
で
、
そ
の
目
的
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
設
置
目
的
の
達
成
や
経

費
の
節
減
と
な
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。 

法
律
で
、
今
年
の
九
月
ま
で
に
、
す
べ
て
の
公
の
施
設
を
指
定
管
理
者
か

市
の
直
営
に
す
る
か
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
伴
い
利
用
料
を
三
倍
〜
五
倍
に

す
る
「市
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
」な
ど
を
撤
回
、
再
提
案
！ 

 

六
月
定
例
議
会
で
は
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
、
ま
た
直
営
と

す
る
こ
と
に
伴
う
条
例
の
改
正
や
制
定
及
び
指
定
管
理
者
の
指
定
関
連
の
議

案
が
多
数
出
さ
れ
ま
し
た
。（
公
の
施
設
指
定
管
理
者
条
例
十
七
件
、
指
定
管

理
者
の
指
定
三
十
四
件
、
公
の
施
設
直
営
一
部
改
正
条
例
十
三
件
、
公
の
施
設

廃
止
条
例
十
二
件
、
合
計
七
十
六
件
）。 

 

そ
の
中
で
、
六
月
二
日
の
定
例
会
初
日
に
、
柏
原
の
木
の
根
セ
ン
タ
ー
や
青

垣
の
交
流
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
ハ
ー
ト
フ
ル
か
す
が
、
さ
ん
な
ん
荘
な
ど
の
管
理

運
営
を
指
定
管
理
者
制
度
と
す
る
た
め
「
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
」
の
利
用
料

金
を
、「
面
積
、
建
設
年
等
を
勘
案
し
て
市
内
統
一
す
る
」
と
し
て
、
提
案
し

ま
し
た
。 

 
 
 
 
 

 

別
表
の
と
お
り
当
初
案
は
、
柏
原
木
の
根
セ
ン
タ
ー
集
会
室
は
一
時
間
当
た

り
三
〇
〇
円
で
す
が
、
提
案
で
は
そ
の
五
倍
、
一
時
間
一
五
〇
〇
円
。
ま
た
ハ

ー
ト
フ
ル
か
す
が
大
会
議
室
一
時
間
五
二
〇
円
が
一
五
〇
〇
円
に
。
青
垣
福
祉

交
流
セ
ン
タ
ー
の
研
修
室
一
時
間
三
一
五
円
が
六
〇
〇
円
に
、
さ
ん
な
ん
荘
大

会
議
室
で
は
、
一
時
間
一
二
〇
〇
円
な
ど
と
異
常
な
高
額
に
な
っ
て
お
り
、
ま

た
、
休
館
日
は
、さ
ん
な
ん
荘
を
除
き
、
毎
週
日
曜
日
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

こ
の
、
最
高
五
倍
に
も
な
る
利
用
料
金
や
日
曜
日
を
休
館
日
と
し
て
い
る
点

に
つ
い
て
の
問
題
点
を
日
本
共
産
党
議
員
団
の
西
本
議
員
や
前
川
、
田
口
議
員

な
ど
か
ら
も
指
摘
し
ま
し
た
が
、
当
局
は
、「
面
積
等
を
基
準
に
、
市
内
公
共

施
設
の
料
金
統
一
化
を
図
る
た
め
。
休
館
日
は
、
指
定
管
理
者
と
協
議
す
る
」

な
ど
と
答
え
ま
し
た
。 

し
か
し
、
西
本
議
員
は
、
そ
も
そ
も
指
定
管
理
者
の
指
定
は
、「
丹
波
市
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続
き
等
に
関
す
る
条
例
」
で
も
明
記
さ
れ
て

い
る
と
お
り
、「
公
の
施
設
の
運
営
が
、
住
民
の
平
等
利
用
の
確
保
に
寄
与
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
ま
た
「
公
の
施
設
の
効
用
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
と

と
も
に
管
理
に
か
か
る
経
費
の
縮
減
が
図
ら
れ
る
も
の
」
と
規
定
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
最
高
五
倍
も
の
利
用
料
金
や
休
館
日
は
、
こ
の 

「
条
例
」
に
照
ら
し
て
も
重
大
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
追
求 

し
ま
し
た
が
、「
減
免
制
度
が
あ
る
」「
料
金
の
統
一
化
」
な 

ど
答
弁
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
西
本
議
員
は
「
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
設
置
目
的 

か
ら
み
て
も
高
い
料
金
統
一
に
は
馴
染
ま
な
い
」「
多
く
の 

市
民
が
利
用
す
る
が
、
減
免
を
受
け
ら
れ
な
い
市
民
を
排
除 

す
る
の
か
」
と
追
及
。
さ
ら
に
「
こ
の
問
題
あ
る
議
案
を
撤 

回
す
る
つ
も
り
は
な
い
か
」
と
迫
り
ま
し
た
。 

断
続
的
な
休
憩
を
は
さ
み
市
長
は
、「
関
連
三
議
案
を
撤 

回
す
る
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

六
月
八
日
の
定
例
会
五
日
目
の
本
会
議
に
、
当
局
は
、
こ 

の
撤
回
し
た
議
案
を
改
め
て
提
出
し
、
産
業
建
設
常
任
委
員 

会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。
最
終
日
に
本
会
議
で
可
決
さ
れ
ま 

し
た
。 

 0５年度 06年度 増・減 

所得割 7.75% 7.50% △0.05% 

資産割 29.50% 28.00% △1.50% 

均等割（円） 21,200 21,000 △200 

平等割（円） 30,800 30,000 △800 

一世帯当り保
険税・円 

130,197 126,387 △3,810 

一人あたり 
保険税・円 

69,959 65,765 △194 

5 月 臨 時 議 会 

 
 
 




